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平成 30 年度北陸農政局農業農村整備事業等評価（国営事業）に係る技術検討会（第 2回） 

日時 平成 30 年 7月 13 日（金）9:00～11:35 

場所 北陸農政局 7階 第 2会議室 

 

1.開会 

 

（事務局） 皆さま、おはようございます。ただ今から平成 30年度整備事業等評価に係る

技術検討会第 2 回を開催させていただきます。開会に当たりまして北陸農政局葭井農村振

興部長よりご挨拶申し上げます。 

 

（葭井部長） おはようございます。第 2 回技術検討会開催に当たりまして、委員の先生

方、皆さまにおかれましては、ご多忙のところ調整いただきご参加いただきまして本当に

ありがとうございます。 

 今時の平成 30年 7月豪雨の話でございますが、甚大な被害が出ておりまして、北陸管内

でも日々その被害が報告されて、それが積み上がっていっているところでございます。甚

大な地域への応援ということで、「水土里（みどり）災害派遣隊」というものをつくって

おりまして、今月の 10日から職員 2人を 2 週間愛媛県下に派遣して、愛媛県と連携しなが

ら、これからの災害査定の方法などを支援しており、これから 1～2週間単位で 2 名パーテ

ィーで支援するというようなことをしているところでございます。 

 話を戻しまして、今回は第 1 回での検討委員会でのご意見あるいはご質問、または現地

視察の中でのご意見・ご質問につきまして、当方で整理させていただきまして、簡潔な説

明を心掛けて行いたいと思いますので、それを踏まえまして意見の取りまとめの方をよろ

しくお願いしたいと思います。非常に限られた時間で申し訳ございませんが、よろしくお

願いいたします。 

 

（事務局） ありがとうございました。 

 続きまして、本日の技術検討会の議事進行の概略について当方より説明させていただき

ます。議事次第に基づいて、最初に事後評価の亀田郷地区の審議を行っていただいて、引

き続き事前評価の河北潟周辺地区の審議を行っていただきます。その後、委員の皆さまに

は別室に移動していただいて、両地区の技術検討会の意見の取りまとめをお願いしたいと

思っています。その後また別室から本会議室にお戻りいただいて、技術検討会としての意

見を提示していただきます。 

 前回、傍聴について事前にお知らせして、北國新聞社さんのお申し込みがありましたが、

結局前回来局されず、別途電話対応ということになりました。本日も来局予定ではありま

すけれども、現時点でまだ見えられておられません。その際は事務局の方で対応させてい

ただくということにさせていただきたいと思います。 

 それでは、これからの議事進行につきまして、荘林委員長にお願いしたいと思います。

荘林委員長、よろしくお願いいたします。 
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（荘林委員長） 本日もよろしくお願いいたします。では、早速議事に入らせていただき

ます。事後評価亀田郷地区についてでございます。前回の技術検討会の質疑に対する補足

説明、それに基づく評価書案の検討について、事務局よりご説明願います。 

 

2.事後評価「亀田郷地区」について 

 

（事務局） 資料２により「亀田郷地区」の評価結果書（修正案）等の説明 

 

（荘林委員長） 事務局からの説明は以上でよろしゅうございますか。では、今ご説明い

ただきました内容について、皆さま方からご質問あるいはご意見を頂きたいと思います。 

 

（鷲見委員） よろしいですか。一つ目の話なのですけれども、番号 1 ですね。通常、心

理的な不安が解消されるということは、需要曲線を増やしますから、土地の供給量が一定

であれば、当然そういう心理的な影響は地価に反映されるということになるはずなので、

こういうプロパティの価格に反映されているということが当然あり得ると思います。資本

化しているはずです。ただ、このプロパティの価格をどういうふうに評価しているかとい

うことが重要で、災害防止効果を推定されているときに、その地域の地価やプロパティの

価格を厳密に捉えていれば、それは二重のカウントになる可能性がありますが、どこかの

平均価格を持ってきて、実態と合っていないようであれば、重複しているかどうか分から

ないと思うので、非常に難しい問題かなと思います。その辺はどういうふうに本省で判断

されるかということでよろしいかなとは思っています。 

 もう一つ、9 番目のところなのですけれども、これは私が質問させていただいたことな

のですが、基礎資料の 10 ページですね。これは何のノーテーションもないので、相変わら

ず P が何で x が何かというのがよく分からないのですが。ライフサイクルコストのボトム

がちょっとこの図だと分かりにくいです。大体 14、6、8ぐらいのとこら辺にボトムがある

ということは何となく分かるのですが、それが全面取り替えになるということの理由がよ

く分かりません。10 ページの最初の文章で、「ライフサイクルコストで検討し、施設の全

面更新が妥当であるとした」ということの理由がどういうふうにつながっていくのかなと

いうことなのですけれども、もう少し説明を頂ければと思っています。やはりボトムが見

にくいですし、青いラインの底がどこになっているかもよく分かりませんし、あまり外に

向かって、一般に向かって出すような絵ではないような気がするので、少し工夫が必要な

のかとは思いますけれど、凡例のところも、これで皆さんお分かりになるのかどうなのか

というのは、検討していただいた方がよろしいかなとは思います。以上です。 

 

（荘林委員長） 今の鷲見先生の 1 点目に関して、私も申し上げたいことがあります。鷲

見先生もご指摘いただいたように、さまざまな安心効果は地価に反映されると私も思いま

す。これも鷲見先生ご指摘のように、災害防止効果算定の場合の地価のデータについて、

適切なデータを取れるかどうかというのも、また大変難しい問題であろうということで、

ほとんど鷲見先生のおっしゃったことの繰り返しになるのですが、なかなか奥の深い課題

ではないかと思います。ただ一方で、いろいろな効果についてなるべく正確に計測してみ
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ようと、定量化してみようと思われる姿勢については、私自身も全く異を唱えるつもりは

ございません。 

 この点については、従って他の委員の先生のご意見も伺いたいのですけれども、一つに

は意見書の方でそういう課題があるというふうなことを記す方法があるかと思います。そ

の場合には、私自身の個人的な感覚では、変える、再検討すべきであるというふうなトー

ンではなしに、「そういう課題もあるので、今後引き続き方法論としてよく検討されたい」

のような感じが妥当なのではないかと思うのですが、そういうやり方が一つ。 

 もう一つは、この農政局の資料のどこかに注書きで、「この点については重複計上しな

いようないろいろな注意がなされたけれども、実務的にはなかなか難しい課題がある」と

いうようなことを書くやり方もあるのかなと思うのですが。 

 その辺も含めて、今この場でフランクご議論いただければありがたいと思います。鷲見

先生の 2点目についても、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） まず P、x については、我々も十分な確認はできていませんが、ただ、これを

もって全面更新を判断しているかということについては、先ほどもご説明したように、全

面更新の判断は、その他いろいろな施設の状況や建屋の傾き具合などを踏まえた上で、部

分更新よりは全面更新の方が妥当であるというご議論もいただいています。そのタイミン

グとして、何時が良いのかということで、当時はこの図を用いて平成 14年から着工するこ

とが適当ではないかというご議論をいただいていますが、図が妥当ではないということで

あれば、資料から削除することも検討したいと思います。 

 CVMの取り扱いについては、そのような課題があるということを、意見書の中でご指摘

いただくことはありがたいことだと思っています。 

ただ、資料に注書きで記載することについては、特認効果として位置付けるに当たって

の本省の考え方もあると思うので、この場で良い・悪いというのは申し上げにくいのかな

と思います。 

 

（荘林委員長） 鷲見先生の基礎資料の 10 ページのこの図についてのご指摘なのですが、

これも基本的には大変重要な話だと思うのですね。というのは、やはり排水事業の場合は、

個人的には費用便益分析よりも、最も最適な工法で、長期的に見て最も安い更新がなされ

たかの検証の方がより大きな意味を持つものではないかと思うのですね。一般資産の災害

防止効果などを見れば、やはり排水事業というのは一般的にかなり高い投資効率が出ると

いうのは明らかですので、そういう意味では投資効率で見るよりも、コストの方で見ると

いう方が、事後評価的には意味があるのではないかと。そのことを考えると、やはり例え

ば一部更新ではなしに全面更新を選択したということの妥当性を検証することは、事後評

価の中心的なパーツになるべきではないかと思います。という重要性を持っている以上、

この図についてきちんと現時点でご説明いただくのが難しいようであれば、他の方法をご

検討いただく必要があるかと思います。 

 

（鷲見委員） この図はいいと思うのですけれど、ちょっと分かりにくいのではないかと

いうことで、説明を入れればいいということだと思うのですけれども。使い方で、今ご説
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明いただきましたように、そもそもいろいろな施設の状況、液状化等を考えれば全部取り

替えた方がいいという学識経験者での会議のサジェスチョンがあったと。ではそれをいつ

の時期にするのかという判断をするときに、最もライフサイクルコストが安いときだと決

めたのだというふうに説明を変えていただければ、これはもう文章としては通っていくの

ですけれども、最初にライフサイクルコストがあって、それでもう全面取り替えが必要だ

というふうに書かれてしまっているので分かりにくいのではないかということです。です

ので、今ご説明を頂いたとおりのストーリーで書いていただければ、納得できるのではな

いかと思っております。 

 そして、どこがボトムであるのかというようなことをちょっと追加でこの絵の上にでも

入れれば、ある程度分かるのではないかと。例えば「計」という青い線のところは、赤い

ラインと維持管理費の合計になっていますということなどを説明してあげれば分かるので

はないかなと思いますので。多分 P は費用で x は時間みたいな。通常、何か生産量など量

が入るのだと思う。時間みたいなものだと思うので、それを入れればいいのではないかと

思うのですけれど。 

 

（森委員） この絵は、私は昔見たことがあります。農業農村工学会誌で、当時だとまだ

農業土木学会誌だと思うのですが、多分ここのこのデータを使って、更新時期の決定手法

みたいなことが書かれているものがあるのですよ。それを探して、これは何をどうしたの

かなど、補足を。そうしたらもうちょっと分かりやすくなるのかなと。これが最終的に残

るのであれば。そこにどういう考え方でこのグラフを作ったとか確か書いてあったと思う

ので。多分平成 13～14 年ぐらいの学会誌で、当時農工研で書かれていたと思うのですけれ

ど。 

 

（事務局） 我々としては、全面更新は妥当であるとの判断をいただいた上で、更新のタ

イミングについては、この図を用いながら調べたという理解をしています。 

 

（荘林委員長） 他、先生方、ご指摘はないでしょうか。 

 

（松本（恵子）委員） では 1 点いいですか。先ほどの、心理効果の評価のためのアンケ

ートについて質問させてもらってよろしいですか。問 7 の「本地区において農業用排水施

設の整備を行ったことに伴う精神的な不安の解消について」という調査を行ったというこ

とですけれどもアンケートの結果で、例えばこういう質問項目に対して結果がこういうふ

うになったら精神的な不安が解消されたという指標を事前に持っていたのかどうか。答え

をもらって、これ以上だったら不安解消になったと判断する、あるいはこれ以下だったら

不安はそのままだったと判断するような、ボーダーラインなり基準のようなものは調査の

前に用意していたのか教えていただけますか。 

 

（事務局） ボーダーラインというのは、金額的なものという理解でよろしいですか。 

 

（松本（恵子）委員） 金額的なものでもいいですし、その他の答え方でもいいのですけ
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れども、アンケートでこういう答えがあったら不安解消になった・ならないというふうな

基準ですね。 

 

（事務局） 例えば、全く精神的な不安がないということであれば、結果はおそらく「い

いえ」が続いて、効果が見えないということになると思います。 

 

（松本（恵子）委員） そうしたら、全回答者数の何割が 3 番を選択したら不安解消には

貢献できなかったと判断するとか、同じ質問ですけれど、そういうふうな基準というか、

そういったものはあったのですか。このアンケートを自分がもし行ったとしたら、どうい

うふうな答えを得たらどういうふうな解釈をするのかなと、基準がないとアンケートをや

ってもちょっと意思決定ができないのかなと思ったので聞いているのですけれども。ちょ

っと質問の仕方が悪いかもしれませんけれど。例えば、問 11で 3番と答えた人だったら効

果がないと今ご説明いただいたかと思うのですけれども、例えば全回答者数の何割が 3 番

を選択してしまったら効果がないと判断しようかなと思われたのですか。 

 

（事務局） この質問については、効果のある・なしではなくて、地域全体の平均として

支払額はいくらが妥当な数字かを計算するためのものなので、特に何割の方が「はい」ま

たは「いいえ」と答えていなければいけないとは考えていません。 

 

（松本（恵子）委員） ここは私も今すごく混乱していて、何か心理学的な不安解消がで

きたか・できなかったかをアンケートで評価したかったのか、不安解消の効果を金銭換算

したかったのか、何をこのアンケートでチェックしたかったのかということが分からなく

なってしまったのですけれども。 

 

（事務局） 後者の方です。 

 

（荘林委員長） おそらく CVM上はこういうやり方だと思います。 

例えば問 11 で 3 と答えた人をなぜ捨て去るかというと、これは支払意思額を聞いていっ

ているのだけれども、支払意思額ゼロと答えた人の理由が、税金で払えばいい、税金を回

せばいいではないかというような、回答者が支払意思額について、ある種誤解してしまっ

ているので、それで例えば 3 を回答から捨て去るとか、そういうことではないかと思うの

ですよね。 

 

（松本（恵子）委員） 分かったような気がします。 

 

（荘林委員長） 他、いかがでしょうか。 

 ちょっと 1 点、どうしても気になるので。5、6、7番のアンケートに関係して、当初の排

水機場の効果と、今回の改修の効果に関してのアンケートの質問で、アンケートは今回の

改修に対して聞いているということなので、大丈夫なのだということだと思いますが、こ

れは費用便益分析上は、総費用総便益だから、この前もちらっと申し上げたのですけれど
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も、仮に回答者が当初の事業だと錯覚していても、本質的にはあまり問題ないと理解して

いいのですか。 

 

（事務局） はい。総費用総便益上は、CVM以外のアンケート結果については、全く影響

はありません。 

 

（荘林委員長） 基礎資料のどこかでアンケートのグラフがありましたけれども。 

 

（事務局） はい。 

 

（荘林委員長） この 53 ページのアンケートと CVMを取ったアンケートは一緒ですか。 

 

（事務局） 同じアンケートを使っています。アンケートの前段部分を集計したものです。 

 

（荘林委員長） 53ページのこのグラフ自体は費用便益分析には直接には全く関係してい

ないですよね。 

 

（事務局） はい。 

 

（荘林委員長） 了解しました。 

 

（水尾委員） このアンケートの 53 ページの意識のところで、「居住年数が短い住民が増

えた」と一文が載っていますが、居住年数が短い住民が増えたことが、「わからない」と

いう人、「以前の被害状況を知らない」とか「被害にあったことがない」ということの根

拠となるのは、アンケートの 9 ページの「居住年数について」というところの、何年から

何年というところと相関があったということですか。 

 

（事務局） おっしゃるとおりです。 

 

（水尾委員） そうすると、何年以下というか、短いというのはどのあたりの年数のこと

を短いというのですか。 

 

（事務局） 居住年数ごとにイエス・ノーを区切りますが、「10年～14年」までのところ

を境に、イエス・ノーが分かれていったということです。 

 

（水尾委員） 分かりました。ありがとうございます。 

 

（事務局） 基礎資料 10 ページについて補足します。 

ここに記載しているように、基本的には施設や建屋の状況を見て、まずは全面更新とす

ることが妥当であるという結論をいただいた上で、更新のタイミングについては、このグ
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ラフを見ながら 10～19年というのが妥当ではないかという結論をいただいています。 

 

（荘林委員長） そうしたら、全面更新か部分更新かについての判断は、排水機場総合診

断検討委員会の方でがっちり検討されたと。タイミングについては、このグラフで、トー

タルの LCC が最小になるところで選択したということですね。 

 さっき鷲見先生からご指摘いただいたように、このグラフの初期コストの平均 P/x は、

明らかに P は初期コストで x が年数ですので、それをどこかに注書きで書いておいてくだ

さい。同様に R（x）が x 年における維持管理費の累計ですよね。それも書いておいていた

だいて、P/xと R（x）/x を足したものが青のトータルのライフサイクルコストの曲線で、

それが平成 14年で、このあたりで最小になっていますと。鷲見先生、よろしゅうございま

すか。このグラフは。 

 

（鷲見委員） 括弧が抜けている。 

 

（荘林委員長） 凡例のところの青の「計（LCC（x）」の最後を括弧で閉じておいていた

だけますか。では、よろしゅうございますか。他、先生方よろしいですか。 

 

（森委員） では。この間の問 2 の関係で、今回データを修正いただいて、この基礎資料

の 47～48ページで挙がったのですけれど、今回の効果判定に使われるデータとしても、今

あるデータで、ばれいしょはもう新潟県のデータしかないので、それは過去のその地域の

データと比較しても少なめに出ているので、それを使っても効果算定上は過大に出ないと

いうことで今回問題ないだろうという、そこはよく分かりました。 

 ただ、この 48ページのグラフで並べて、例えば単収が減っているところ、増えていると

ころとついついやはり見るのですよね。「ああ、何でここは増えたんだろう。何で減って

るんだろう」というときに、同じ前提条件で比較しているデータだけであれば「昔より減

ったんだな、増えたんだな」と思いますけれど、例えばばれいしょみたいに比較する条件

が違うものも同じように並べて書いてしまうと、何となくそこだけ実際は違う地域のデー

タなのに、前よりも減った・増えたというところに目を向けると、何となくここだけは違

うのではないかなと思ってしまうので、何か注意書きがあった方がいいのかなと思ったも

のですから。 

 過去の比較でいくと、同じ地域で想定すると、実際は恐らくここが 2337（kg/10a）から、

ばれいしょが 2000（kg/10a）ぐらいなのでしょうけれども、実際はデータが県全体しかな

いので、しかたなく、このように並べられたのでしょうけれど。計算には影響はないので

すけれど、何気にこの事業で単収が増えたのかな、減ったのかなとイメージしてみると、

事業をやったのに何でこんなに減ったのだろうと。多分他の要因もあるのですけれど、た

だそのときに本来比較できないところを並べてしまったら、誤解を生じるのではという感

じがしたものですから。 

 

（事務局） 出典の異なる品目については、色を変える等の工夫をしたいと思います。 
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（森委員） 同じ地域で減った増えたを表しているものではないという感じで、誤解を受

けないようにしていただければいいのではないかと思います。 

 

（事務局） 承知しました。 

 

（荘林委員長） 他、よろしゅうございますか。では、亀田郷地区については以上で審議

を終わらせていただきます。評価書の変更があった場合は、私の方で確認させていただく

ということで、委員の皆さま、ご了解いただけますでしょうか。ありがとうございます。 

  

3.技術検討会の意見取りまとめ 

 

4.技術検討会の意見の提示 

 

（荘林委員長） 技術検討委員会の意見をまとめましたので、提示を行います。私の方か

ら読み上げさせていただきまして、意見を調整いたします。 

 まず、亀田郷地区でございます。 

「本地区においては、昭和 42 年度に完了した県営耕地災害復旧事業により親松排水機場

が築造されたが、その後の施設老朽化や機場の不同沈下等により排水機能の維持が困難と

なっていた。 

 本事業で親松排水機場を更新し排水機能を維持することにより、農作物等の湛水被害が

未然に防止されることとなった。また、乾田化、汎用化された水田が維持されていること

等を契機に、担い手への農地集積も順調に進展している。野菜などの高付加価値農産物の

生産については多くの作目で計画を下回っているものの、排水機能の維持が本地域の持続

的な農業発展にとっての前提であることは明らかである。 

 また、施設の管理作業の省力化等により、維持管理費の節減が図られている。今後も、

親松排水機場機能保全計画に基づき、長寿命化を適切に図っていくことが重要である。 

 一方で、農業用の排水路等に不法投棄されたゴミ等の処理に、費用・労力が発生してお

り、関係土地改良区にも大きな負担となっている。今後とも、不法投棄防止のための啓発

活動の強化のみならず、非農家及び都市住民との協働を促すような仕組みづくりが望まれ

る。本地区の排水機場が農作物・農業用施設のみならず、地域全体の湛水被害を軽減して

いることを考えると関係者が一体となって親松排水機場を適切に運用していく重要性は大

きい。」以上でございます。 

 事実関係等で何か修正すべき点があれば、ご指摘いただければと思います。よろしゅう

ございますか。 

 1 点私の方から、亀田郷の技術検討会としての意見に関連して一言申し上げます。先ほ

どの議論でありましたように、亀田郷の洪水防止被害軽減の安心効果について、今後さら

にその方法論の精緻化等の余地があるのではないかと考えるところでございます。従いま

して、本地区の評価については、これで結構かと存じますが、中期的にこの方法論の精緻

化について、ぜひご議論を進めていただければと思います。以上でございます。 
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 他によろしゅうございますか。委員の先生方も、よろしゅうございますか。では議事進

行をお返しします。 

 

（事務局） どうもありがとうございました。今回の議事概要については、でき次第、委

員の皆さまにまた送付させていただきますので、ご確認を願いたいと思います。また、評

価結果の公表につきましては、8 月下旬に本省公表と併せて行う予定となります。 

 それでは、閉会に当たりまして、茂木地方参事官より挨拶をよろしくお願いいたします。 

 

5.閉会 

 

（茂木参事官） 本日は朝早く、9 時から技術検討会にご参集いただき、活発な議論をし

ていただきまして、ありがとうございました。おかげをもちまして、意見の取りまとめと

いう段取りまで行き着くことができました。 

 先ほど司会から話がございましたように、8 月下旬にこういったものの公表というよう

な段取りを今後進めてまいります。若干の修正すべき点は、今ほどお話しされたようなと

ころで、最終版はまたお見せするような形になるかと思いますが、そういったところでご

了解願えればと考えてございます。本日は朝早くからご議論を長時間ありがとうございま

した。これをもちまして、検討委員会を終わらせていただきたいと思います。本日はあり

がとうございました。 

 

（事務局） 以上をもちまして、第 2 回の検討会を閉会させていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 


